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Ⅲ 適格請求書発行事業者の義務等 

  

１ 総論 

 

（適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等（注１、２）を行った場合に、相手方

（課税事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています

（消法 57の４①）。 

なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録

を提供することができます（消法 57の４⑤）。 

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付するこ

とが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます（消令 70の９②）（適格請求書の交付

義務が免除される取引の詳細については、問 41から問 47までをご参照ください。）。 

① ３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送 

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が

卸売の業務として行うものに限ります。） 

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無

条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。） 

④ ３万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限り

ます。）  

（注）１ 課税資産の譲渡等に係る適用税率は問いませんので、標準税率の取引のみを行って

いる場合でも、取引の相手方（課税事業者に限ります。）から交付を求められたときは、

適格請求書の交付義務があることにご留意ください。 

２ 免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行った場合については、適格請求書の

交付義務は課されません。 

  

問 23 適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。 

また、交付義務が課されない場合はあるのですか。【令和５年 10月改訂】 
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（適格簡易請求書の交付ができる事業） 

【答】 

適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場

合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交

付することができます（消法 57の４②、消令 70の 11）。 

また、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提

供することができます（消法57の４⑤）。 

 

① 小売業 

② 飲食店業 

③ 写真業 

④ 旅行業 

⑤ タクシー業 

⑥ 駐車場業（不特定かつ多数の者に対するものに限ります。） 

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業 

 

①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません

ので、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を

交付することができます。 

また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性

質により判断します。例えば、以下のような事業が該当することとなります。 

・ 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、

取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態であ

る事業 

・ 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、

相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業（取引の相手方について

資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる

取引であることが常態である事業を除きます。） 

  

問 24 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。【令和

５年 10月改訂】 
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（適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例） 

【答】 

適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場

合には、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することがで

きます（消法 57の４②、消令 70の 11）。 

この適格簡易請求書の交付ができる事業は、小売業や飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業

及び駐車場業（不特定かつ多数の者に対するものに限ります。）の他、「これらの事業に準ずる事

業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」についても対象になりますが、当該事業に

該当するかは、個々の事業の性質により判断されます。 

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの」には、その取引に当たり、相手方の氏名等

を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行う、ホテ

ル・旅館等の宿泊サービスや航空サービス、レンタカー事業なども含まれます。 

他方、通常の事業者間取引や、消費者を含めた多数の者に対して行う取引であったとしても、

その相手方を一意に特定したうえで契約を行い、その契約に係る取引の内容に応じて個々に課税

資産の譲渡等を行うようなもの（電気・ガス・水道水の供給、電話料金など）は、一般的には、

適格簡易請求書の交付ができる事業には当たりません。 

ご質問のセミナーについては、その参加者が貴団体の会員に限られ、一定の対象者に対して取

引を行うものではありますが、相手方を一意に特定したうえで開催されるものではなく、また、

対象者も多数に上るものであることから、適格簡易請求書の交付を行う事業に該当することとな

ります。 

これにより、領収書に「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載は不要となります

ので、あらかじめ「●●会会員様」との宛名を印刷した領収書を適格簡易請求書として交付する

ことも認められます。また、仮に宛名として会員名を記載した場合であっても、適格簡易請求書

であることには変わりはないため、消費税額等又は適用税率のいずれかの記載があれば問題ない

ことになります。 

  

問 24－２ 当団体は、多数の会員を有する事業者団体です。当団体は、定期的に会員の中から広

く参加者を募ってセミナーを開いており、セミナー当日に参加者からその対価を徴収してい

ます。このセミナーについては、適格簡易請求書の交付対象になりますか。なお、参加者は

毎回多数に上るため、参加費を徴収する際には「●●会会員様」という宛名を事前に印刷し

た領収書、あるいは宛名のない領収書を配布しています。【令和６年４月追加】 
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（消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務） 

【答】 

適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じます（消

法 57の４①）。 

そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じませんので、貴社の利用規約等

において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による利用がないのであれば、

適格請求書を交付する必要はありません。 

しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事業者から

適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法上、貴社にその交

付義務が生じることとなります。 

その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業である場合

には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です（消法 57 の４②、消令

70の 11）。 

 

（適格請求書の交付に当たっての金銭的負担） 

【答】 

適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じて適格請求書を

交付する義務が生じます（消法 57の４①）。また、適格請求書の交付に当たっては、当該適格

請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により行うことも可能であり、どのような

方法で交付又は提供するかは、適格請求書発行事業者が、取引の相手方との関係性等を踏まえ

た上で判断することとなります（消法 57の４⑤、基通１－８－２）。 

その際、貴社が、適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を提供する方法により適格請求書

の交付義務を満たすこととしており、電磁的記録による提供ではなく書面による交付を求めて

きた事業者に対して印刷代に係る実費相当分の手数料等一定の金銭的負担を求めることとして

も、当該手数料等が書面の発行などの事務負担等に係る費用として社会通念上相当と認められ

るものである場合には、直ちに問題となるものではないと考えられます。 

（注） ただし、取引の相手方にとって貴社との取引の継続が困難になることが事業経営上大

きな支障を来すため、貴社が取引の相手方にとって著しく不利益な要請等を行っても、

取引の相手方がこれを受け入れざるを得ないような場合（貴社が取引の相手方に対し、

取引上の地位が優越している場合）に、貴社が取引の相手方に対して著しく高額な手数

料等の負担を求めることは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれが

問 24－３ 当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約におい

てその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとして

も適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。【令和６年４月追加】 

問 24－４ 当社は、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項を電子データに

より提供することとしており、書面での適格請求書の交付を求められた場合には、印刷代な

どに係る実費相当分の手数料として 110円（税込み）の負担を求めることとしています。こ

のように、適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求めることは問題ないでしょうか。 

【令和７年６月追加】 
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ありますのでご留意ください。 

なお、貴社が受領する手数料等は「書面による適格請求書の交付」という課税資産の譲渡等

の対価に該当することから、当該手数料等についても適格請求書の交付義務が生じることにな

ります。 

 

【イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 令和４年１月 19 日に公表された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への

対応に関するＱ＆Ａ」（令和４年３月８日改訂）において、インボイス制度の実施に際し

て免税事業者とその取引先との間で起こり得る、独占禁止法等で問題となる行為につい

ての考え方が明らかにされています。 

 

（適格請求書の交付に当たっての期間制限） 

【答】 

適格請求書発行事業者は、取引の相手方である課税事業者からの求めに応じて適格請求書を

交付する義務が生じます（消法 57の４①）。この交付義務については、適格請求書発行事業者

が行った課税資産の譲渡等につき、課税事業者からの求めに応じて生じるものであり、商品の

販売時に適格簡易請求書を交付※しているのであれば、一義的にはその時点で交付義務を果た

していることになりますので、後日交付を求められた際に、改めて交付する義務が生じること

はありません。 

したがって、貴社のように適格簡易請求書を交付のうえ一定期間後にレジシステムによる再

交付ができなくなったとしても、消費税法上、何らかの対応が求められるものではありません。 

他方、適格簡易請求書を取引の相手方に一度も交付していない場合には、レジシステムの仕

様等により一定の期間しか発行できないとしても、そのことをもって交付義務が免除されるこ

問 24－５ 当社は、小売業を営んでおります。適格簡易請求書をレジにて代金を収受する際にレ

シートの形式で交付していますが、後日、レシートを亡失したとして、顧客から再交付を求

められることがあります。当社のレジシステムでは 90 日間しかレシートの再発行ができな

いのですが、その期間を過ぎた場合にはどうしたらよいでしょうか。【令和７年６月追加】 

請求書 

（書面交付） 

令和●年●月●日 

▲▲㈱ T1234… 

㈱●●御中 

●月分 ◆◆役務提供の対価  10,980 

書面による請求書発行費用    110 

合      計       11,090 

内   税（10％）      1,008 

 

適格請求書に記載すべき消費税額等

は、適用税率ごとにそれぞれ一回端数

処理を行うことから、元の課税資産の

譲渡等が標準税率対象であった場合、

まとめて端数処理を行う必要がある。 



 

- 35 - 

 

とはありませんので、当該相手方から具体的な取引記録が示され、適格簡易請求書を交付すべ

き事情があると認められる場合には、手書きによるなど何らかの対応を行う必要があります。 

※ 適格簡易請求書を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかったため、物理的な「交付」

ができなかった様な場合であっても、交付したこととして差し支えありません（そのような

場合にも交付した適格請求書等の写しの保存があるものとして売上税額の積上げ計算を行う

ことができる点については、問 120《売上税額の積上げ計算における適格請求書の交付の範

囲》をご参照ください。）。 

 

（適格請求書の様式） 

【答】   

適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 

適格請求書として必要な次の事項が記載された書類（請求書、納品書、領収書、レシート等）

であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します（消法57の４①、基通１－８－１）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日(※) 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

  ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて

作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。 

 なお、上記のとおり、適格請求書はその記載事項を満たす限り、様式や名称を問いません

ので、通常、代金の支払いを受ける際に適格請求書の記載事項を満たした領収書等を交付す

ることとしている事業形態であっても、それとは別に適格請求書の記載事項を満たした「領

収書」以外の書類（例えば、請求書や納品書、明細書など）を交付するといった対応も考え

られます。 

 

（手書きの領収書） 

【答】  

手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請

求書に該当します（消法57の４①、基通１－８－１）。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産

問 25 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。【令和６年４月改訂】 

問 26 手書きの領収書を適格請求書として交付することはできますか。【令和６年４月改訂】 
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の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 なお、適格簡易請求書を交付する場合の記載事項については、問 58《適格簡易請求書の

記載事項》を、手書きの領収書による適格簡易請求書の交付については、問 58－２《手書

きの領収書による適格簡易請求書の交付》を、それぞれご参照ください。 

 

（免税事業者の交付する請求書等） 

【答】 

適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事

業者に限られます（消法 57の４①）。 

他方、適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない（適格請求書の

記載事項を満たさない）請求書及び領収書等の交付や、それらに記載すべき事項に係る電磁的

記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です（注１）。 

ただし、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書又

は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類（注２）を交付することや、当

該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則（１年以下の拘禁

刑又は 50万円以下の罰金）の適用対象となります（消法 57の５、65）。 

なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤

認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。

また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請

求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。 

（注）１ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相当額の一

定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています

（28年改正法附則 52、53）が、当該経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求

書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の相手方からそ

うした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。なお、保存されている

書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書であるかは、所得税・法人税の必要

経費性・損金性に影響を与えるものではありません。 

２ 適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類と

は、例えば、登録番号（Ｔ＋13桁の数字）と類似した英数字や、自身のものではない

登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類などをいいます。 

（参考）免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の詳細については、問 113《免税事業者

等からの仕入れに係る経過措置》をご参照ください。 

問 26－２ 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求

書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで交付し

ていたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。【令和６年４月追

加】【令和７年６月改訂】 
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（適格返還請求書の交付義務） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行

う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています（消法57の４③）。適格返還請求書の記載

事項については、問60から問62までをご参照ください。 

ただし、次の取引は、適格返還請求書の交付義務が免除されます（消令70の９③一）。 

① ３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送 

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が

卸売の業務として行うものに限ります。） 

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無

条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。） 

④ ３万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限り

ます。） 

上記のほか、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満（注）である場合には、

その適格返還請求書の交付義務が免除されます（消法 57の４③、消令 70の９③二）。 

（注） ここでいう１万円未満の判定単位については、問 28《少額な対価返還等に係る適格返

還請求書の交付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 

なお、適格請求書発行事業者の登録を受ける前に行った課税資産の譲渡等について、登録を

受けた以後に売上げに係る対価の返還等を行う場合には、適格返還請求書の交付義務はありま

せん（基通１－８－18）。 

 

（少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る１万円未満の判定単位） 

【答】 

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返還請求

書の交付義務が免除されます（消法57の４③、消令70の９③二）。 

また、売上げに係る対価の返還等とは、事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受

け又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部若しくは一部の返還又は当該

売上げに係る売掛金等の債権の額の全部若しくは一部の減額を行うことをいいます（消法38①）。 

したがって、このような売上金額の返還や債権の減額の金額が１万円未満であれば、適格返

還請求書の交付義務が免除されることとなります。 

   具体的には、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額に

より判定することとなります（基通１－８－17）。 

  例：① 500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払 

問 27 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か

対応が必要ですか。【令和６年４月改訂】 

問 28 売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が１万円未満である場合には、当該対価返還等

に関し適格返還請求書を交付する義務が免除されるとのことですが、１万円未満の対価返還

等とは、どのような単位となりますか。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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      （売手は、440円を対価の返還等として処理） 

     ⇒ １万円未満の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除される 

    ② 400,000円の請求に関し、１商品当たり100円のリベートを後日支払（合計20,000円） 

     ⇒ １万円以上の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されない 

（注） この１万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税

率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の

金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の

単位ごとの減額金額により判定することとなります。 

 

（売手が負担する振込手数料相当額） 

【答】 

ご質問の場合、取引当事者間の契約関係等により、次のように対応が分けられます。 

１ 売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合 

売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を

行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要

がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は１万円未満となると考えられます

ので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります（消法 57の４③、

消令 70の９③二）。 

ご質問の場合は、売上値引きの金額が 440円であるため、当該売上値引きに係る適格返還

請求書の交付は必要ありません。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げ

に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税

率（８％）対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減

税率（８％）が適用されます。 

 

 

 

問 29 売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金

額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。この売手が負担する振込

手数料相当額について、売手が代金請求の際に既に適格請求書を交付している場合に、必要

となる対応を教えてください。【令和５年４月追加】【令和６年４月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売手 買手 

金融機関 

①10,000円請求 

②9,560円振込 

②振込手数料 

440円 
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２ 振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供（支払方法の指定に

係る便宜）」を受けた対価とする場合 

 売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、

それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。 

したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控

除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。 

 なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作

成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます（消法 30⑨三）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   （注）１ 一定規模以下の事業者については、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日

までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価

の額が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、

当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設け

られています（28年改正法附則 53の２、改正令附則 24の２①）。 

        詳細については、問 111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》

をご参照ください。 

売手 買手 

金融機関 

①10,000円請求 

②9,560円振込 

②振込手数料 

440円 

③適格返還請求書の交付（不要） 

▲440円   

売手 買手 

金融機関 

①10,000円請求 

 

②9,560円振込 

②振込手数料 

440円 

③適格請求書の交付 

440円 

課税売上げ   440円 

課税仕入れ 10,000円 
課税売上げ 10,000円 

課税仕入れ    440円 

  

課税売上げ  10,000円 

売上対価の返還▲440 円 

課税仕入れ  10,000円 

仕入対価の返還▲440 円 
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      ２ 振込手数料等の適格請求書の保存方法については、問 103－２《金融機関の入出

金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法》をご参照ください。 

 

３ 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合 

買手が売手に代わって振込手数料を立替払したものとする場合、売手は、買手が金融機関

から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受

け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります（この場合、買手が請求金額から

差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額である必要があります。）。 

なお、買手が金融機関のＡＴＭを使って振込手続を行った場合、当該ＡＴＭ手数料は３万

円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等（以下「自動販売機特

例」といいます。）の対象となりますので、買手が金融機関から受け取った適格請求書及び買

手が作成した立替金精算書等の保存は不要となります（売手は、買手が差し引いた金額が振

込手数料であること及び立替えでの支払が金融機関のＡＴＭでの振込みであることを確認し

た上で、一定の要件の下で帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことが可能となります。）。 

立替金については、問 94《立替金》を、自動販売機特例については、問 41《適格請求書の

交付義務が免除される取引》及び問 47《自動販売機及び自動サービス機の範囲》を、帳簿の

みの保存で仕入税額控除が認められる場合の要件については、問 110《帳簿のみの保存で仕

入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》を、それぞれご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 一定規模以下の事業者については、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日ま

での間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額

が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該

課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられて

います（28年改正法附則 53の２、改正令附則 24の２①）。 

       詳細については、問 111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》を

ご参照ください。 

売手 買手 

金融機関 

①10,000円請求 

 

②9,560円振込 

②振込手数料 

440円 

③買手が金融機関から受け取っ

た適格請求書及び買手が作成

した立替金精算書等の交付 

440円 

立替金の精算 
課税売上げ 10,000円 

金融機関からの 

課税仕入れ 440円 課税仕入れ 10,000円 
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（売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理の変更） 

【答】 

 売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理については、当該振込手数料相当額を売上

げに係る対価の返還等として処理する場合又は支払手数料として処理する場合（立替金とする

場合も含みます。）があります（詳細については、問29《売手が負担する振込手数料相当額》を

ご参照ください。）。 

 ご質問のように、支払手数料としての経理処理を適格請求書等保存方式の開始後、売上げに

係る対価の返還等としての経理処理に変更することは問題なく、当該振込手数料相当額を売上

げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付

する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は１万円未満となると考えら

れますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに

係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税率（８％）

対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率（８％）

が適用されます。 

 また、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすること

もできますが、この場合であっても、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った

場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従う

ことから、適用税率に応じた区分のほか、帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載

する必要があります。 

 この点、支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するとい

った、通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。 

 

  

問 30 売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金

額から差し引いて支払うことで売手が当該振込手数料相当額を負担する場合について、当社

は、当該負担額を支払手数料として経理処理していましたが、適格請求書等保存方式の開始

後においては、売上げに係る対価の返還等として経理処理することを考えています。この場

合、どのような対応が必要となりますか。【令和５年４月追加】【６年４月改訂】 
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（適格請求書に係る電磁的記録による提供） 

【答】  

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税事

業者に限ります。）から求められたときは、適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代

えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます（消法57の４①⑤）。 

したがって、貴社は、請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、

適格請求書の交付に代えることができます。 

ただし、適格請求書発行事業者が提供した電子データを電磁的に保存しようとする場合には

一定の要件を満たした状態で保存する必要がありますが、その具体的な内容については、問81

《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。 

  （参考） 電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体に

よる提供のほか、例えば、次の方法があります（基通１－８－２）。 

      ① ＥＤＩ取引（注）における電子データの提供 

      ② 電子メールによる電子データの提供  

      ③ インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供 

（注） ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）取引とは、異なる企業・組織間で商

取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等を

いいます。 

 

 

（交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応） 

【答】  

売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請

求書（電磁的記録により提供を行った場合も含みます。）の記載事項に誤りがあったときは、買

手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交

付しなければなりません（消法57の４④⑤）。 

なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手

である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保

存が必要な請求書等に該当しますので（消法30⑨三）、買手において適格請求書の記載事項の誤

りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも

考えられます。この場合は、売手である適格請求書発行事業者は、改めて修正した適格請求書、

適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。 

買手である課税事業者の対応は、問92《交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応》

をご参照ください。 

 

  

問 31 当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、

この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和５年 10月改訂】 

問 32 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和５年

10月改訂】 
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（修正した適格請求書の交付方法） 

【答】   

適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合

（電磁的記録により提供を行った場合を含みます。）において、これらの書類の記載事項に誤り

があったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易

請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません（消法57の４④⑤）。 

これらの交付方法は、例えば、 

・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 

・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方

法 

などが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問33 交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法に

ついて教えてください。【令和３年７月追加】【令和５年 10月改訂】 

請求書《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

100,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

10,000円

請求書《修正》《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

110,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

11,000円

請求書 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

 

〇年〇月〇日付４月分請求書について、
下記のとおり誤りがありましたので、修
正いたします。 

 

正

売上額

110,000円

売上額

100,000円

（注）当初の適格請求書と合わせて保存願います。

合計 消費税額等

10％対象

誤

10％対象 10,000円

11,000円

合計 消費税額等
修正箇所 

修正箇所 

①改めて記載事項の全てを記載したものを交付する場合 

関連性の明確化 

②修正した事項を明示したものを交付する場合 

誤り箇所 

修正した適格請求書等を交付した事業者は、当初交付

した適格請求書の写し及び修正した適格請求書等（①

又は②）の写しの保存が必要です。 

当初交付した適格請求書 

…
 

…
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（継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法） 

問 34 当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、１月ごとに請求書を交

付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、

継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。 

以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合に

は、当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められますか。【令和４年 11

月追加】【令和５年 10月改訂】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○㈱御中 

請求書 

Ｘ年６月請求 

税抜合計 消費税（10％） 総計 

1,200,000 120,000 1,320,000 

≪請求金額明細≫ 

行 商品名 数量 単価 税抜価格 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｂ部品 200 300 60,000 

３ Ｃ部品 100 400 40,000 

…
 

26 Ｚ部品 100 500 50,000 

△△商事㈱ 

○○㈱御中 

請求書 

Ｘ年７月請求（翌月分の請求） 

税抜合計 消費税（10％） 総計 

1,320,000 132,000 1,452,000 

≪請求金額明細≫ 

行 商品名 数量 単価 税抜価格 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｂ部品 200 300 60,000 

３ Ｃ部品 100 400 40,000 

…
 

26 Ｚ部品 100 500 50,000 

前月修正 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｃ部品 100 -100 －10,000 

△△商事㈱ 

※Ｘ年６月請求の変更事項 

 Ａ部品（数量変更） 

 誤 100 ⇒ 正 200 

 Ｃ部品（単価変更） 

 誤 400 ⇒ 正 300 
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【答】   

適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合

（電磁的記録により提供を行った場合を含みます。）において、これらの書類の記載事項に誤り

があったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易

請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません（消法57の４④⑤）。 

これらの交付方法として、 

・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 

・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方

法 

などが考えられます（具体的な記載方法については、問33《修正した適格請求書の交付方法》

をご参照ください。）。 

一方で、ご質問における過少請求等の調整に関しては、単に誤りを修正するもののほか、売

上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれるものと考えられます。当該対価の返還等に

ついては、適格返還請求書を交付することとなりますが、適格返還請求書と適格請求書は一の

書類で交付することができます（具体的な方法については、問62《適格請求書と適格返還請求

書を一の書類で交付する場合》をご参照ください。）。 

したがって、ご質問のような過少請求等について、翌月の請求書等において継続的に調整し

ている場合には、当該調整（翌月の請求書等において、過少請求等に関する金額を当該請求書

における課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した

消費税額等を記載する方法）により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って

差し支えありません。 

 ご質問の場合における当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又

は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、

前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。 
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（値増金に係る適格請求書の交付） 

【答】  

建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するも

のですが、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定す

るものではありません。 

そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収

入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしています（基通

９－１－７）。 

このように、ご質問の値増金は、相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の

属する課税期間の課税標準額に算入することとしているため、当該値増金が建設工事等の対価

の一部を構成するものであったとしても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に

係る適格請求書を交付することとなります。 

この場合における適格請求書の次の記載事項は、当該値増金に係る金額を基礎として記載す

ることとなります。 

① 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

② 税率ごとに区分した消費税額等 

  （参考） 協同組合等において農産物の買取販売に係る販売代金の価格修正として組合員が受

け取る事業分量配当金についても同様です。 

  

問 35 当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の

請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増

金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付し

た請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している

請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。【令和４年 11月追加】【令和５年 10月改

訂】 
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（登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い） 

【答】  

ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した

請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満

たしていません。 

この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求

書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後

に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等（注）で通知する

ことで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます（基通

１－７－３）。 

なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、事前に適格請求書の交

付が遅れる旨を伝えたうえで、事業者のホームページ等において登録番号を掲示するなどによ

り対応することとして差し支えありません。詳細は、問37《小売店を経営する新設法人におけ

る登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法》をご参照ください。 

（注） 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格

請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。 

 

（参考） 現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、

「インボイス制度特設サイト」に掲載していますのでご確認ください。 

 

 

 

 

  

問 36 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそ

うですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書（区分記載請求

書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、

「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。）を交付しています。改めて、適格

請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和５年 10月改訂】 

「インボイス制度特設サイト」 

（適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について） 
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（小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法） 

【答】  

新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようと

する旨を記載した登録申請書を、当該課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長

により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日において

登録を受けたものとみなされます（消令 70の４、消規 26の４、基通１－４－７、１－４－８）。 

この場合、登録日（課税期間の初日）から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知

を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできませんので、売手は、例えば次のよう

に対応することが考えられます。 

・ 事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。 

・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改め

て適格請求書等を交付し直す。 

・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等

との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知

らせする。 

他方、ご質問のように小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の

事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店等を営む事業者が、

不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、事前に、適格簡易請求

書の交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように

対応することが考えられます。 

・ 当該事業者（売手）のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』となりま

す。令和■年■月■日（課税期間の初日）から令和●年●月●日（通知を受けた日）までの

間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷する

などの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。 

・ 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号

の記録とレシート等とを組み合わせて適格簡易請求書として保存してもらう（これにより、

買手は仕入税額控除を受けることができます。）。 

   なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取

扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易

請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たした適格簡易請求書を交付してい

ただく必要がありますので、ご注意ください。 

（参考） 新たに設立された法人等の登録時期の特例については、問 11《新たに設立された

法人等の登録時期の特例》をご覧ください。 

 

問 37 当社は、当期に新設した法人で、小売店（コンビニエンスストア）を経営しています。課

税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を記載した申請書を当該課税期間

の末日までに提出し、課税期間の初日から登録を受けたのですが、登録通知が届くまでの間、

登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのよ

うに適格簡易請求書を交付すればよいですか。【令和５年 10月追加】【令和６年４月改訂】 
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登録番号のない請求書等を受領した事業者（買手）においては、申告期限後に記載事項を満

たす適格請求書を受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事

前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、登録番号のない請求

書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。こ

の場合には、事後的に交付された適格請求書や登録番号の通知を保存することが必要となりま

す。 

なお、事後的に適格請求書等の交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除

を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありま

せん。 

（参考） 基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が５

千万円以下の事業者は、１万円未満の課税仕入れについて、適格請求書の保存がな

くとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています（少額特例）。そのため、

この少額特例の適用対象となる買手においては、こうした課税仕入れについて上記

のような対応は必要ありません。 

 

（令和５年10月１日前後の取引に係る適用関係） 

【答】 

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資

産の譲渡等を行った場合、取引の相手方（課税事業者に限ります。）の求めに応じ、適格請求書

を交付する義務が課されています（消法57の４①）。 

また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります（消法30⑦⑧⑨）。 

これらについては、令和５年10月１日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課

税仕入れについて適用されることとなります（28年改正法附則46①）。 

この点、同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上

時期が必ずしも一致しない場合があります。 

例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和５年９月に課税売上げを計上

し、買手が検収基準により令和５年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。こ

の場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引（課税資産の譲渡等）

であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取

引に係る適格請求書の交付義務はありません。 

このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の

譲渡等の時期）が令和５年10月１日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受ける

ために適格請求書等を保存する必要があります。 

なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の譲渡等の時期）

問 38 適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和５年 10 月

１日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期

が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令

和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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が令和５年９月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除

の適用を受けることができます。 

  （注）１ 令和５年10月１日前であっても、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を交付

することとしても問題ありません。詳細は、問76《令和５年９月30日以前の請求書へ

の登録番号の記載》をご参照ください。 

２ 電気料金等のように検針日基準で売上げ及び仕入れを計上している場合であって、

当該検針した期間に令和５年10月１日を含んでいたとしても、検針日により売上げ及

び仕入れを計上している限り、令和５年10月１日前後の取引を厳密に区分する必要は

ありません。 

     ３ 未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期について、建設工事等

の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます

（基通11－３－５、11－３－６）。この場合、当該引渡し等の日（課税仕入れを計上す

る日）が令和５年10月１日以後であったとしても、当該未成工事支出金等の基礎とな

る課税仕入れに含まれる令和５年10月１日前の取引については、区分記載請求書等保

存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。 

     ４ 短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期について、その支出した日の属する課税

期間の課税仕入れとすることができます（基通11－３－８）。この場合、当該短期前払

費用に係る取引に係る売手における課税売上げの計上時期（課税資産の譲渡等の時期）

が令和５年10月１日以後になるものであっても、買手において同日前までに課税仕入

れを計上しているものについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の

適用を受けることができます（短期前払費用について、買手における課税仕入れの計

上時期が令和５年10月１日以後になる場合の取扱いに関しては、問98《短期前払費用》

をご参照ください。）。 

 

（対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期） 

【答】 

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税

事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています（消法57

の４①）が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。 

したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について

適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることがで

きます。 

なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じ

ることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求

書の修正方法等の詳細については、問33《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。 

問 39 当社はシステム保守を業としています。この点、定期保守については、月額 22,000円（税 

込み）であるところ、１年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており、 

当該代金請求時において請求書を交付しています。 

適格請求書等保存方式の下では、この請求書を適格請求書とする予定ですが、問題ありま 

せんか。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務） 

【答】 

工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）（消法17）など、資産の譲渡等

の時期の特例により、資産の譲渡等を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交

付を要しないこととされています（消法57の４①、消令70の９①）。 

   これは、当該資産の譲渡等の時期の特例により、原則的な資産の譲渡等の時期よりも前に課税

売上げを計上した際、当該特例により資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分について、適

格請求書の交付を要しないこととしているものです。 

したがって、原則的な資産の譲渡等の時期において、当該資産の譲渡等に係る適格請求書の交

付を要しないこととしているものではありません。 

   このため、例えば、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）の適用を受

ける工事の請負工事については、適格請求書発行事業者は、工事完成（引渡し）時に相手方（課

税事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書の交付義務が生じることとなります。 

   また、延払条件付譲渡（所得税法第 132 条第１項に規定する山林所得又は譲渡所得の基因と

なる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等をいいます。）については、延払条件付譲渡

に係る資産の譲渡等の時期の特例（延払基準）により、資産の譲渡（引渡し）時ではなく、支払

期日ごとに当該支払期日に係る賦払金部分について、課税売上げを計上することができます（消

法 16）。 

この点、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例（延払基準）により、資産の譲渡等

を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交付を要しないこととされていません

が、これは、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡（引渡し）を行った時に当該資産の譲渡に対して、

適格請求書の交付義務が生じるためであり、支払期日ごとに当該支払期日に係る賦払金部分につ

いて、課税売上げを計上したものに対して適格請求書の交付義務が課されているものではありま

せん。 

（注） リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、令和７年度の税制改正により廃止されま

した（令和７年４月１日以後に開始する年又は事業年度に含まれる各課税期間から適用され

ています。）が、同日前にリース譲渡を行ったことがある事業者については、経過措置によ

り、同日以後に開始する年又は事業年度に含まれる各課税期間（個人事業者は令和 12年 12

月 31日以前に開始する課税期間、法人は令和 12年３月 31日以前に開始する事業年度に含

まれる各課税期間に限ります。）においては、引き続き、当該特例の適用を受けることがで

きることとされています。 

当該特例により、リース資産の譲渡（引渡し）時ではなく、支払期日ごとに当該支払期日

に係るリース料部分について課税売上げを計上することができますが、適格請求書発行事業

者が行ったリース譲渡について、当該譲渡（引渡し）時に適格請求書の交付義務が生じる点

は、延払条件付譲渡の場合と同様です。 

  

問 40 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）など、資産の譲渡等の時期

の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。【令和５年４

月追加】【令和７年４月改訂】 
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（参考）資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務の関係 

資産の譲渡等の時期の

特例 

資産の譲渡等の時期 
適格請求書の交付 

原則 特例 

延払条件付譲渡（消法

16） 
譲渡時 延払基準 譲渡時 

工事の請負（長期大規模

工事等）（消法 17） 
工事完成（引渡）時 工事進行基準 工事完成（引渡）時 

現金主義（消法 18） 役務提供完了時等 現金の収受時 役務提供完了時等 

国等の特例（消法 60②、

消令 74②） 
役務提供完了時等 

収納すべき会計年度

の末日 
役務提供完了時等 

 

  


